
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 15条の 17第 1項の規定による指定区域の一覧 

 

 

○ 平成 22年 12月 21日付け石川県告示第 487号 

指定 

番号 

整理 

番号 
指定区域 埋立地の区分 

１ 産廃１ 

小松市浮柳町ル 47番 1、ル 49番、ソ 248番 1、 

ソ 249番 1、ソ 254番、ソ 257番、ソ 259番 1、 

ソ 259番 3、ソ 265番及びソ 271番 2 

省令第 12 条の 31

第 2号 

小松市浮柳町ソ230番1、ソ230番3、ソ234番1、 

ソ234番2、ソ237番1、ソ238番1、ソ238番2、ソ243番1、

ソ244番1、ソ278番1、ソ278番2、ソ279番1、ソ282番1、

ソ283番1、ソ283番2、ソ284番1、ソ284番2、ソ285番1、

ソ286番1、ソ287番1、ソ290番1、ソ291番、ソ292番1、

ソ292番2、ソ293番1、ソ296番1、ソ296番2、ソ297番1、

ソ300番1、ソ301番1、ソ304番1、ソ305番1、ソ305番3

及びソ308番1 

政令第 13条の 2第

3号ロ 

 

○ 平成 23年 4月 26日付け石川県告示第 218号 

指定 

番号 

整理 

番号 
指定区域 埋立地の区分 

２ 産廃２ 

小松市浜佐美町乙246番、乙247番、乙248番、乙249番、

乙250番、乙251番、乙252番、乙253番、乙254番、 

乙255番、乙256番、乙257番、乙258番、乙259番、 

乙260番、乙261番、乙262番、乙263番、乙264番、 

乙265番、乙266番、乙267番、乙268番、乙269番、 

乙270番、乙271番、乙272番、乙273番1、乙275番1、 

乙276番1、ニ62番2、ニ68番乙、ニ69番2、ニ73番乙、

ニ79番2、ニ80番2、ニ81番、ﾆ82番、ヘ43番1、ヘ44番、

ヘ45番、ヘ46番、ヘ47番、ヘ48番、ヘ49番、ヘ50番、

ヘ51番、ヘ52番、ヘ53番、ヘ54番、ヘ55番、ホ10番4、

ホ11番1、ホ12番4、ホ13番4、ホ14番4、ホ15番4 及び

ホ16番4 

政令第 13条の 2第

1号 

 



○ 平成 23年 8月 5日付け石川県告示第 327号 

指定 

番号 

整理 

番号 
指定区域 埋立地の区分 

３ 産廃３ 

七尾市国分町ス10番の一部、ス11番の一部、 

ス12番１の一部、ス13番甲の一部、ス13番乙の一部、

ス14番甲の一部、ス14番乙の一部、ス15番1の一部、 

ス16番甲の一部、ス16番乙の一部、ス17番の一部、 

ス18番の一部、ス19番の一部、ス44番1 及び ス44番2 

並びに 七尾市般若野町ヨ42番の一部、ヨ43番の一部、 

ヨ44番の一部、ヨ45番の一部、ヨ46番の一部、 

ヨ47番の一部、ヨ48番の一部 及び ヨ50番の一部 

政令第 13条の 2第

1号 

 

○ 平成 23年 11月 15日付け石川県告示第 511号 

指定 

番号 

整理 

番号 
指定区域 埋立地の区分 

４ 一廃１ 

白山市坂尻町ヲ26番2、ヲ27番、ヲ28番、 

ヲ29番の一部、ヲ30番の一部、ヲ31番1の一部、 

ヲ37番の一部、ヲ38番、ヲ39番、ヲ40番の一部、 

ヲ41番の一部､ヲ43番の一部及びヲ44番並びに 

白山市曽谷町レ11番3の一部、レ11番4の一部、 

レ11番5の一部、レ12番1の一部及びレ12番2の一部 

政令第 13条の 2第

1号 

 

○ 平成 24年 2月 7日付け石川県告示第 48号 

指定 

番号 

整理 

番号 
指定区域 埋立地の区分 

５ 産廃４ 
羽咋市千路町ノ153番4の一部、ノ159番1の一部及び 

ノ163番の一部 

政令第 13条の 2第

1号 

 

○ 平成 24年 2月 24日付け石川県告示第 73号 

指定 

番号 

整理 

番号 
指定区域 埋立地の区分 

６ 産廃５ 

小松市五国寺町大谷5番1の一部、5番2の一部、 

5番3の一部、5番4の一部、6番1の一部、6番2の一部 

及び7番の一部並びに小松市正連寺町大谷8番の一部 

政令第 13条の 2第

3号 

 

 

 

 

 

 



○ 平成 29年 6月 2日付け石川県告示第 286号 

指定 

番号 

整理 

番号 
指定区域 埋立地の区分 

７ 一廃２ 

鳳珠郡能登町字 宇出津山分七23 番、26 番、27 番、 

28番1、30 番、31番、32番及び33番の一部並びに 

鳳珠郡能登町字 宇出津山分メ16 番3の一部、19番の一

部及び54番の一部 

政令第 13条の 2第

1号 

 

 

○ 平成 30年 9月 14日付け石川県告示第 412号 

指定 

番号 

整理 

番号 
指定区域 埋立地の区分 

８ 産廃６ 

羽咋郡志賀町大島六33番、六34番、六35番、六37番、 

六38番、六41番4、子1番、子4番、子6番、子7番、 

子8番、子9番、子10番、子10番1、子11番、子12番、 

子13番、子14番及び子14番1並びに 

羽咋郡志賀町福野酉3番、酉4番、酉6番、酉7番1、 

酉7番2、酉8番、酉9番、酉11番、酉12番、酉13番及び 

酉14番 

政令第 13条の 2第

1号 

 

 

○ 平成 31年 2月 22日付け石川県告示第 61号 

指定 

番号 

整理 

番号 
指定区域 埋立地の区分 

９ 産廃７ 
七尾市白馬町へ8番3、へ8番6、へ8番7、へ8番8、 

へ8番9、へ9番3及びへ9番4 

政令第 13条の 2第

3号ロ 

 

 

○ 平成 31年 2月 22日付け石川県告示第 61号 

指定 

番号 

整理 

番号 
指定区域 埋立地の区分 

１０ 産廃８ 

七尾市白馬町渡リスイ153番1、渡リスイ153番4、 

渡リスイ153番5、渡リスイ153番6、渡リスイ153番7、 

渡リスイ153番8、渡リスイ153番9、渡リスイ153番11、

渡リスイ153番12、渡リスイ153番14、 

渡リスイ153番16、渡リスイ153番18、 

渡リスイ153番22及び渡リスイ153番23 

政令第 13条の 2第

3号ロ 

 



 

○ 平成 31年 2月 22日付け石川県告示第 61号 

指定 

番号 

整理 

番号 
指定区域 埋立地の区分 

１１ 産廃９ 

七尾市細口町渡リスイ153番1、渡リスイ153番6、 

渡リスイ153番14、渡リスイ153番16、 

渡リスイ153番18、渡リスイ153番19及び 

渡リスイ153番21 

政令第 13条の 2第

3号イ 

 

 

○ 平成 31年 4月 5日付け石川県告示第 139号 

指定 

番号 

整理 

番号 
指定区域 埋立地の区分 

１２ 
産廃 

１０ 
七尾市伊久留町七59番2、七60番1、七60番4 

政令第 13条の 2第

3号イ 

 

 

○ 平成 31年 4月 5日付け石川県告示第 139号 

指定 

番号 

整理 

番号 
指定区域 埋立地の区分 

１３ 
産廃 

１１ 

鹿島郡中能登町花見月ユ14番・15番・16番・17番合併、

ユ18番・19番・24番合併、ユ25番、ユ26番、ユ27番1 

政令第 13条の 2第

3号イ 

 

 

○ 令和 2年 3月 6日付け石川県告示第 66号 

指定 

番号 

整理 

番号 
指定区域 埋立地の区分 

１４ 
産廃 

１２ 

七尾市矢田町弐弐号七株田2番1、2番3、3番1、3番2、 

4番、5番、6番、7番 

政令第 13条の 2第

1号 

 

 

○ 令和 2年 3月 17日付け石川県告示第 89号 

指定 

番号 

整理 

番号 
指定区域 埋立地の区分 

１５ 
産廃 

１３ 
七尾市清水平町古梶屋130番、清水平町はげ131番 

政令第 13条の 2第

3号イ 

 

 



○ 令和 2年 3月 31日付け石川県告示第 118号 

指定 

番号 

整理 

番号 
指定区域 埋立地の区分 

１６ 
産廃 

１４ 

白山市倉部町237番1、237番2、237番3、237番4、 

238番1、238番2、238番3、238番4、239番1、239番2、 

239番3、239番4、240番1、240番2、240番3、240番4、 

240番5、240番6、240番7 

政令第 13条の 2第

3号イ 

 

 

○ 令和 5年 10月 20日付け石川県告示第 400号 

指定 

番号 

整理 

番号 
指定区域 埋立地の区分 

１７ 
一廃 

３ 

能美市灯台笹町レ38番の一部、レ39番の一部、レ40番

の一部、レ41番の一部、レ43番の一部及びレ44番の一

部並びに能美市旭台町ロ33番4の一部、ロ33番5の一部、

ロ33番6の一部及びロ33番7の一部 

政令第 13条の 2第

1号 

 

埋立地の区分の欄中「政令」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 46 年

政令第 300 号）を、「省令」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和 46

年厚生省令第 35号）をいい、指定区域がその規定に該当する埋立地であることを示す。 


